
23 
 

 

ⅢⅢ．．仙仙北北市市障障ががいい者者計計画画   

ⅢⅢ．．１１  生生活活支支援援〔〔相相談談・・健健康康づづくくりり・・生生活活支支援援〕〕  

 

 

障がい者や家族、介護者等が、身近な地域で気軽に悩みや生活課題を相談

し、障がい者施策やサービスの情報を理解し、適切なサービスを利用するこ

とにより、地域で、生きがいのある自立した生活を送れることに努めていま

す。 

仙北市では、平成１９年１月に仙北市障害者相談支援事業所を開設し、同

年、４月から愛仙相談支援事業所に相談事業を委託したことで、相談の場が

より広がったといえます。また、身体障害者相談員と知的障害者相談員、民

生児童委員も地域からの相談に対応しています。 

権利擁護については包括支援センターが窓口となって、相談に対応できる

体制となっていますが、平成２４年度から障害福祉サービスの利用の観点か

ら、成年後見制度を利用することが有用であると認められる障がい者の費用

について、助成する支援事業が必須となりました。これらを活用しながら、

権利擁護についての体制づくりを一層進めていくことが求められます。 

平成１２年４月に施行された地方分権一括法により、行政運営は自主的、

総合的に行うことができるようになり、平成１８年１２月には、個性豊かで

活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本とし、地方分権改革推進法が

公布されました。これらの法律により、市民と協働のまちづくりがますます

不可欠となりました。社会福祉法人である市社会福祉協議会が市委託事業や

独自のサービスにおいて、この一翼を担っています。また、地域自立支援協

議会では、社会福祉法人等のフォーマルな分野、ボランティアの育成等イン

フォーマルな分野の開拓と相談支援の充実を目指して協働の政策形成を進

めています。 

障がい者の在宅生活を支えるサービスは、本人の生活の質（ＱＯＬ）を高

めるとともに、家族等の介護負担の軽減を図るため、平成７年制定、国の障

がい害者プランに基づき、拡充されてきました。平成１５年度には支援費制

度が導入され、身体障がい者、知的障がい者、障がい児のホームヘルプサー

ビス、ショートステイ等の利用が拡大しました。また、精神障がい者のホー

ムヘルプサービス等についても、平成１４年度から精神障害者居宅生活支援

事業により、市町村事業としてスタートしています。平成１８年度より、障

害者自立支援法の施行により、身体障がい、知的障がい、精神障がいの各種

福祉サービスが一元化され、地域において、サービスが受けられるようにな

りました。 

 

現 状 等 
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障がい者施策としての地域保健には、年齢に応じて障がいの原因となる疾

病を予防すること、障がいを早期に発見して早期治療やリハビリテーション

につなげること、障がい者自身の健康づくりを支援するなどの役割がありま

す。いずれも、様々な障がいや疾病の特性、状況に対応し、きめ細かな支援

を行っていくことが大切です。 

 

■乳幼児健診の実施状況 

乳児健診（３～４カ月） 対象者 受診者 受診率 うち健診結果所見有 

平成２０年度 194 人 190 人 97.9％ 13 人 

平成２１年度 196 人 196 人 100％ 12 人 

平成２２年度 164 人 163 人  99.4％ 10 人 

（地域振興局） 

 

 

老人保健事業における機能訓練は、平成１８年度より介護保険制度の改正をうけ、

包括支援センターで特定高齢者向けの介護予防を目的とした事業に移行し実施し

ています 

■通所型介護予防特定高齢者事業の実施状 

                 （運動器の機能向上） 
 

                             （包括支援センター） 
 

 

 

 

              

 

 

 

 回 数 参加人員 参加延人員 

平成２０年度 ７６回 ２６人 １９２人 

平成２１年度 ６２回 ２７人 １３７人 

平成２２年度 ５３回 ２３人 １５４人 
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（1）相談・情報提供の充実 

①相談支援のネットワーク化 

1）相談支援体制の拡充 

□福祉保健部担当者５名が相談支援従事者研修を修了し、愛仙相談支援事業

所の修了者９名と共に業務の範囲内で相談に応じる体制となっています。

また、相談支援事業所を開設し、相談業務、サービス利用計画作成を行い、

相談支援事業について継続して周知を図り、相談支援事業を委託している

愛仙相談支援事業所とともに、益々多様化する相談にも対応できる相談支

援体制の強化や質の充実を図ります。 

□困難ケースの対処として地域自立支援協議会の中に部会を設置しました。

中核的な役割を果たす運営委員会と生活支援部会、社会参加部会、地域づ

くり部会の３つのサブ協議会で組織され、相互の情報交換、ケース検討等

を行っています。この会の充実と市民に対する周知を推進します。 

□高齢者の相談窓口は、福祉事務所の長寿支援課や包括支援センターが窓口

となっています。市社会福祉協議会との連携体制が確保されており、相談

内容により包括支援センターを中心にした地域ケア会議が実施され、ケー

ス検討等を行い問題解決にあたっています。６５歳以上の障がい者につい

ても該当します。これからも関係機関において連携のとれた対応に努めま

す。 

□障がい者に対する虐待の未然防止、虐待が発生した場合の適切な対応、再

発の防止などシステムの整備について努めます。 

□市社会福祉協議会では、心配ごと相談所を各支所で月１～２回開催してい

ます。また、権利擁護事業所の紹介、コミュニティソーシャルワーカーの

養成、各支所での電話相談に随時対応しており、ワンストップ型の総合相

談所づくりを目指しています。障がい者からの相談についても権利擁護事

業活用方法等の情報提供に努めます。 

□相談したくても、どこに相談にすればよいかわからないという状況がうか

がえます。福祉事務所、その他市役所、教育機関の各窓口、病院等の相談

窓口、市社会福祉協議会の窓口について情報提供に努めるとともに、地域

自立支援協議会でネットワークづくりの手法を作成しております。 

□障がい者と接する機会の多い窓口業務や介護保険居宅支援事業所他関係

者と共に障がいに関する研修会を随時開催して、研修を深め、相談の強化

を図ります。 

 

 

 

 

施策方向 関係課・関係機関：社会福祉課・子育て推進課・包括

支援センター・居宅介護支援事業所・総務課・保健課・

各地域センター・各出張所・教育指導課・医療機関・

市社会福祉協議会、 
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2）苦情処理等 

□苦情等の詳細を把握し、問題解決に取り組むための条件整備に取り組みま

す。そのためには、地域自立支援協議会の活用、相談窓口の紹介、関係機

関とのネットワークの構築を目指します。 

 

②広報・情報提供手段の拡充 

□広報せんぼくの発行（月２回／１日、１６日発行）、市ホームページ（総

合情報センターが管理）で広報活動を行っています。今後も、広報せんぼ

くを発行し、市民への情報提供に努め、活用の拡充を促進します。あわせ

て、デザイン、用語等、誰もがわかりやすい表現に配慮して、広報活動を

展開します。 

□広報せんぼくの活用、事務所との連携による各種パンフレットの作成をは

じめ、市の広報担当との連携による広報等、様々な広報媒体を活用した広

報活動を継続して行います。 

□社会福祉課と地域自立支援協議会では「障がい者・障がい児の福祉のしお

り」を作成し、市のホームページにも掲載しています。視覚障がい者用読

み取り用のしおりとともに随時更新して、情報を提供します。 

□活字文書読上げ装置を田沢湖、角館、西木庁舎に設置しました。関係機関

の、読み取り装置専用音声コード付文書を作成整備することを推進してい

きます。 

□地区毎の民生児童委員協議会・各種団体等への説明会、各団体との連携、

会議等の参加による説明会等、地域に出向いて広報する機会を拡充します。

福祉のリーフレットについては、適宜更新して活用します。また、これま

での周知方法や情報提供状況の検証を行い、関係課が連携してよりよい広

報となるように取り組みます。 

□ 市社会福祉協議会では、社会福祉せんぼくを年３回発行して、事業を紹

介しています。また、パンフレット等も発行しており、継続して広報活

動に活用していきます。 

 

③権利擁護の推進 

□障がい者の権利を擁護する仕組みには、市社会福祉協議会が窓口となって

サービスの利用や日常生活上の金銭管理等を援助する地域福祉権利擁護

事業と、後見人が法律行為を代理する成年後見制度があります。平成２４

年度からは、成年後見制度利用者支援事業が必須事業化となり、知的障が

い者及び、精神障がい者の権利擁護が強化されます。 

□包括支援センターでは、高齢者の権利擁護に関する支援体制の確保を図っ

ており、要綱やマニュアル等の作成と、個別相談としては包括支援センタ

ー窓口、電話、訪問により各種相談を実施しています。障がい者の権利擁

護についても、包括支援センターと連携し、制度の周知を図るとともに、

相談への適切な対応を目指し、専門機関との連携、地域との連携等体制づ

くりに取り組みます。 
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（2）健康づくりの推進 

①障がいの早期発見・予防 

□障がいの早期発見と早期治療のため、乳幼児健康相談や健康診査を継続し

て実施します。そして、保健所や医療機関との連携を密にするとともに、

社会福祉課と子育て推進課、保健課が連携し、障がい児家庭への訪問活動

の充実を図ります。 

②健康づくり 

１）心の健康づくり 

□本市の自殺率は、その年によりばらつきがありますが、県、管内と比較す

ると高率です。 

自殺予防に関する情報の提供と普及啓発活動を実施し、全ての世代におけ

る自殺者数の減少を目指します。 

□心の健康づくりネットワークを運営し、心の健康に関する相談体制の充実

を図ります。 

□市社会福祉協議会では、市委託事業として家族介護者交流事業（各支所、

年２回）を実施しており、今後も継続して実施し、参加を促進します。 

□関係課と関係機関が協力して、地域に心の健康づくりの重要性を啓発し、

見守り活動等につながるように取り組みます。 

□精神保健の分野では、社会福祉課、保健課、市立角館総合病院医療相談室

と連絡を密にして、継続して勉強会や研修会等への参加を促進します。ま

た、地域自立支援協議会や研修会を開催しながら、在宅障がい者の健康を

側面から支援していけるような展開を検討します。 

 

２）難病患者等への支援 

□関係機関と連携の上、要請に応じて訪問活動を行っており、今後も継続的

に実施します。 

□難病患者はほとんどが身体障害者手帳所持している状況ですが、手帳を所

持していない難病患者の把握に努めるとともに、障害福祉サービスで不足

な部分については、必要に応じ難病患者等居宅生活支援事業を実施し、難

病対策の推進に努めます。 

 
 

（3）生活支援の推進 

①障がい福祉サービスの推進〔障がい福祉計画部分を参照〕 

1）制度の周知と適正な運用 

□制度の周知に努めるとともに、障害程度区分認定の事務等、適切な運用に

努めます。 
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2）生活の場の確保と地域生活への移行支援 

□施設を退所または病院を退院しても、住宅の確保が不足していることが想

定されます。あわせて、日中活動の場を広げるためにも障害福祉サービス

の推進が大きな役割を担います。このため、障がい者対応可能なアパート

やグループホーム、ケアホーム等居住の場についての多面的検討と、日中

活動の場の提供等についての検討を、関係課や障害福祉サービス事業所及

び地域自立支援協議会等と連携して更に取り組みます。 

 

②その他の支援サービスの推進（在宅福祉サービス） 

１）在宅福祉サービスの推進 

□介護保険では、在宅における介護及び予防サービス提供事業所の把握と各

事業所スタッフによるスタッフ会議を開催し、連携を図っています。 

□地域支援事業で高齢者生活管理指導員派遣事業を実施しており、包括支援

センターと連携して推進します。 

□本人や家族からの相談や、学校または医療機関の紹介により、サービス利

用につながる以外にも障がい者自身が自宅にこもりがちで、家族が全てを

担って暮らす障がい者がいると考えられます。相談支援体制を強化するこ

とにより、広く制度を利用し、在宅生活を維持できるよう支援します。ま

た、必要なサービスを利用しながら生活し、社会とのつながりを持つ機会

の確保について検討します。 

2）各種制度の活用 

□生活福祉資金貸付事業（県社協事業）を市社会福祉協議会が事務局となっ

て実施しています。障害福祉サービス、障害福祉サービス以外のサービス

等、必要なサービスや制度を組み合わせて利用し、自立した生活を実現で

きるように、相談等適切な対応に努めます。 

 

③地域のなかで暮らすための支援 

１）その人にあった支援の推進 

□障がい者の制度について、広く紹介に努めていますが、介護保険等他の制

度も考慮に入れて周知を図る必要があります。このことから障がい福祉制

度から介護保険制度へ移行した方も見受けられます。一人ひとりの障がい

者にあった制度を有効的に活用し、生き生きとした生活を営めるように、

関係機関との連携を更に密にして対応します。 

 

□利用者の要望を聞き取り、サービスを提供するネットワークづくりについ

て、施設等事業者に働きかけるとともに、事業者とのネットワークづくり

について検討します。 
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２）多様な日中活動の場の確保 

□日中活動の場は、障害福祉サービスだけに限定されるものではありません。

様々な場面で障がい者の活動を展開するためには、ボランティア団体等担

い手の確保・育成を支援するとともに、共生できる環境づくりに取り組み

ます。そのためにも、地域の理解が重要であり、地域の行事等に積極的に

参加したり、共に活動できる場の拡充を図ります。 

3）施設退所者・退院患者の対応 

□障がい者理解の啓発により、偏見、誤解の払拭を図ります。地域行事へ参

加できる道筋をつくります。家族に対する支援も含め、地域活動支援セン

ターを早期に設置し、積極的な活用を促進します。住居のバリアフリー助

成、相談・見守りネットワーク等も必要条件と考えられ、総合的な協議の

場を地域自立支援協議会等で確保します。 

□入院者や外来患者には、かかりつけ医への相談を勧めます。また、夜間・

休日の救急医療体制の充実及び訪問医療体制の確立が取り組まれており、

このような支援体制について、周知を図るなどの支援に努めます。 

□民生児童委員、家庭相談員、ケースワーカー、地域支援コーディネーター

等が協力して見守る体制の確保について検討します。 
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Ⅲ．２ 社会参加〔育成・就業・社会参加〕 

 

 

その人のライフステージ（成長段階）と障がいの種類や状況をふまえて、

様々な活動への参加を広げていけるように、その人の育ちと学びを支援して

いくことが重要です。 

障がいや発達の遅れで支援が必要な子どもについては、乳幼児の健診事業

と保育支援、児童相談から療育活動につながるように取り組んでいます。 

 

■療育訓練事業の就学状況 

 回数 参加人員 参加延人員 スタッフ延人員 

平成２１年度  ２５回  １２人 １１２名 ２６９人 

平成２２年度 ２４回 １１人 ９５名 ２０７人 

（社会福祉課） 

 

また、障がい児保育や子育て支援施策等、障がいのある子もない子もとも

に地域で育てる環境づくりに努めています。一方で、全国的に学習障がい（Ｌ

Ｄ）、注意欠陥・多動性障がい（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症等、発達障がいの

ある子どもたちが増加傾向といわれています。こうしたなか、盲・聾・養護

学校と小中学校の障がい児学級というこれまでの障がい児教育のあり方が

根本的に見直され、教育や療育に特別のニーズのある子を含めた特別支援教

育が、平成１９年度から本格実施されました。市内の角館小学校では、県事

業で通級指導教室を平成２０年度より実施しており、指導対象児童は２８人

となっています。 

障がい者の一般雇用については、働く意欲や能力がありながら就労に結び

つかないことが多く、ハローワークや独立行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構等を中心に、雇用拡大や職場適応への支援等が行われています。障

害者法定雇用率制度では、常用労働者数５６人以上の民間企業の法定雇用率

が１．８％、自治体等は２．１％に設定されています。仙北市においては、

平成２３年６月 1 日現在、２．０７％と法定雇用率に届かず、また管内の５

６人以上の従業員のいる事業所の障がい者雇用率は、１．８０％と平成２２

年度に比べて、０．８１ポイント上昇しましたが、雇用率未達成企業数は１

社の減少に止まりました。障がい者雇用について市全体の課題としてとらえ

継続して取り組む必要があります。 

職場適応への支援については、雇用前の職場適応訓練（職親制度）や、試

行雇用期間のトライアル雇用（奨励金の支給）、人的支援である職場適応援

助者（ジョブコーチ）制度、正式雇用後の特定求職者雇用開発助成金の支給

等があります。このような各種制度について周知を図るとともに、障がい者

雇用についての理解を深められるように取り組むことが課題です。 
 

 

現 状 等 
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■庁内雇用の状況（6 月 1日） 

 対象職員数 障害者数 実雇用率対象 

平成２１年 ６０６人 １３人 ２．１５％ 

平成２２年 ５５３人 １１人 １．９９％ 

平成２３年 ５８１人 １２人 ２．０７％ 

教育委員会部局を含む〔総務課〕 

 
 

障がいのあるなしに関わらず、市民がそれぞれの関心や学びたいと思う気

持ちから生涯学習活動やスポーツ活動に参加することは、その人の暮らしの

豊かさを広げるだけでなく、そこに参加することで仲間ができたり、市民同

士の交流の場にもなります。さらには、地域の力、まちづくりの力としての

期待も大きくなっています。 

しかし、障がい者が参加しようと思うと、施設に段差があったり、情報が

入手しにくいなどの障壁が残っており、これらを少しずつなくして共に活動

していくことが、ノーマライゼーションの普及にもつながると思われます。 
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（1）育成支援 

①子育て支援・療育体制 

１）相談活動と庁内ネットワークづくりの推進 

□乳幼児健康相談や健診等の場での相談、必要に応じて訪問活動を実施して

おり、その子どもにあったフォローに努めます。 

□乳幼児健康相談や健診、保育の場等で支援が必要と判断された場合、児童

相談所の巡回児童相談や医療相談等につなげるなど、外部の関係機関とも

スムーズな連携に努めます。 

□各関係機関が必要な情報を共有しながら、その子どもにあった支援等を検

討するとともに関係機関の連絡の円滑化を図る目的で、心身障害乳幼児療

育ネットワークシステム事業を行っています。地域自立支援協議会とあわ

せてネットワーク内の意識と知識の向上を図り、機能的なネットワークと

なるように取り組んでいきます。 

２）療育訓練の推進 

□療育訓練の専門機関が遠方にあるため、利用できない児がみられることか

ら、市独自の訓練の場として社会福祉課では、子育て推進課、保健課、保

育士等と連携して療育訓練事業「どれみの会」を開催しています。利用す

る保護者には好評で、親子で通級することにより、子どもたちの発達を促

すとともに、保護者の育児不安に対する解消等子育て支援の意味もあり、

さらに仲間づくりの場にもなっています。今後も専門の指導者の支援を受

け、保育士等が随時助言を行い、療育及び発達支援に向けて「どれみの会」

の充実を図ります。 

□特別支援教育関係者が「どれみの会」と連携するなど、子供たちの発達に

関わってもらえるような取り組みを検討します。また、特別支援学校での

取り組みとも連携・協力を図り、発達障がいや特別支援教育等について関

係機関とのネットワークが図れるように努めます。 

□自閉症や学習障がいなどの発達障がいは、乳幼児期から幼児期に現れるケ

ースが多いことから、母子保健事業、子育て支援事業、学校教育などの分

野が連携し、早期の気づきと問われる支援の確保に努めます。また、発達

障がいについての啓発、担当者が学習する機会など、保健所や関係機関と

連携して取り組みます。 

３）障がい児家庭の子育て支援 

□保育園や幼稚園では特別支援体制が整えられており、障がいのある子ども

の利用も多くなっています。就園前の子どもと親が集まる場として子育て

支援センターの利用をＰＲすることで、徐々に利用者が増えております。

気軽に地域で集まれる場として、また親同士の相談や仲間づくりの場とし

て子育て支援センター事業を継続し、充実を図ります。 

施策方向 
関係課・関係機関：社会福祉課・子育て推進課・総務課・

保健課・商工課・教育指導課・生涯学習課・特別支援学

校・職業安定所 
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□健康管理センターに遊具を整備し、障がい児を持つ親が子どもと一緒に交

流できる場を準備したことで、違う年齢の子を持つ親同士での情報交換や

気軽な保健師相談を推進します。 

□特別支援学校に通う児童や生徒のうち、家族全員が仕事や介護等で、日中

療育できる人がいないときや、常時介護を行っている家族の一時的な休息

のために日中一時支援事業を行っています。この事業の充実を図ります。 

□障がい児の家族は、時間の制約等様々な理由により積極的な地域行事への

参加が難しい状況で、障がいがある子どももまた社会参加の機会が少なく

なる傾向がみられます。障がいのある子どもがいきいきと育ち、地域の行

事等にも参加しやすくするために、地域住民も正しい知識を身につける機

会を確保します。また、障がい児の家族の負担等を軽減するためにも、短

期入所等の福祉サービスや日中一時支援等の情報提供、相談等に努めます。 

②学び・学校生活 

1）学ぶ環境の向上と学校生活での支援 

□障がいのある子どもの就学については、学校教育法に基づき１０月１日に

学齢簿を作成し、就学指導委員会で決定となります。就学までの期間が短

いため、学校指導課を中心に、社会福祉課・子育て推進課、保健課、幼稚

園・保育園等と連携を図り、就学指導委員会の前の相談や面談がきめ細か

く対応できるように取り組みます。 

□各学校では、学級の適正な配置や指導方法の改善を進めており、校内委員

会を設置し、ケース会議や個別の指導計画・教育支援計画を作成していま

す。 

保護者の理解も深まり、特別支援学校・特別支援学級への就学者が増えつ

つあります。また、障がい等により特別な教育的支援を必要とする児童・

生徒のため、教育委員会では特別支援教育支援員派遣事業を実施し、学校

生活をサポートしています。平成２２年度には１５人の支援員を派遣して

います。今後も、こうしたサポート事業の充実を図っていきます。 

□角館小学校には県事業で、通級教室を設置しており、市内のみならず特別

支援教育のセンター校の役割を担っています。市内にあることを重要なこ

とととらえ、各小中学校や担当課・関連課、関係機関と連携して、特別支

援教育の推進に活かしていきます。 

□障がいのある児童は様々な種別の障がいを抱えており、人的確保とあわせ

て、施設の改修や整備について、必要性・緊急性をふまえて進めていきま

す。 

□障がいのある子どもを持つ保護者同士が情報交換したり、相談しあえるよ

うに保護者の仲間づくりのため、健康管理センターホールを自由に利用で

きるよう開放しています。（月２回） 

□特別支援学校に通学している児童・生徒については、市がスクールバスの

バス停まで送迎し、保護者の負担の軽減を図っていきます。 

□平成２５年度からかくのだて児童館を活用し、大曲養護学校の分教室を開
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設します。平成２８年度からは角館南高校を改築し、分校に移行する予定

です。 

 

2）卒業後の進路指導等 

□中学卒業後の進路については、保護者と相談の上、進学をアドバイスして

おり、継続して推進します。 

□特別支援学校高等部を卒業後、一般就労に結びつく割合は低い状況であり、

特別支援学校では職場開拓や関係者のネットワーク支援による職場定着

支援を続けています。職場定着に向けての支援、余暇活動の充実等の課題

解決に向けて、特別支援学校と関係課・関係機関とのネットワークづくり

を目指します。大曲養護学校を中心とし、地域自立支援協議会、個別支援

会議により、情報の共有、研修、個別支援についての検討を継続して実施

します。 

 

（2）就労の促進 

①就労の促進 

□ハローワークと協力し、企業への啓発、障がい者雇用に関する制度周知の

徹底と関係機関との連携強化の取り組みを継続します。 

□仙北市役所においては、職場配置について留意しています。今後もパート

での障がい者雇用の方向性、障がい者に限定した募集の方法、また、一部

業務委託等の検討を行いながら、障がい者雇用の促進に努めます。 

□雇用に至らない障がい者に、希望する障害福祉サービス事業所等の情報を

積極的に提供します。 

 

②就労を支援する取り組み 

□就労に関する相談者には、ハローワーク、相談支援事業所や施設での支援

で対応しています。今後もハローワーク、秋田障害者職業センター、特別

支援学校、施設関係者、市役所、企業等とのネットワークづくりに取り組

むと共に企業との連携を深めながら、常に状況を把握し、継続して就労支

援に努めます。 

□職業リハビリテーションについて、広く理解されていない状況といえます。

情報収集、担当職員の知識を深め、できるだけ多くの人に職業リハビリテ

ーションの機会が広がるように努めます。 

□市役所や公共施設、福祉施設、民間事業所、関係機関等が、就労の体験や

訓練をする場として広く活用できるように取り組みます。 

□「障害者雇用維持・拡大プラン」に基づき、障がい者の雇用の維持・拡大

と併せて、障害福祉サービス事業所の官公需の発注の増大を積極的に推進

します。 
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（3）社会参加活動への参加促進 

①生涯学習、レクリエーション、芸術活動、まちづくり活動の推進 

□生涯学習に関連する例としては、田沢湖公民館で手話教室が開催されてい

ます。しかし、障がい者が参加できる生涯学習的な活動の場は限られてい

る状況であり、障がい者への余暇活動を支援することが課題です。まず、

既存の事業について情報提供と体験活動の場を確保し、生涯学習課と社会

福祉課・各公民館で連携した対応に努めます。 

□障がいの有無に関わらず学習の機会が確保され、かつ趣味や文化・芸術活

動に携わることができる環境を目指して、市行事への参加の働きかけを進

めます。 

□社会的参加として、仙北市障がい者ふれあい芸能文化発表会を毎年開催し

ています。この活動を積極的に支援し、市民への啓発を行うと共に、障が

い者の創作意欲を高め、ノーマライゼーションの理念の普及に努めます。 

②まちづくりへの参画 

□市社会福祉協議会では、角館・田沢湖・西木３地域のサポート委員会によ

る、地域福祉活動計画に基づいた実践等、地域を巻き込んだ取り組みを

様々な場面で推進します。 

□障がい者に対する市の各審議会委員、運営委員、各種役員の委嘱、団体立

ち上げの支援や起業のための研修等について検討します。 

③障がい者団体の活動支援 

□手をつなぐ育成会、身体障害者協会、視覚障害者協会、難聴・中途失聴者

団体連合会等が組織されており、各種行事等が行われています。社会福祉

課等からの説明や出前講座、情報提供を図りながら、各種団体の活動を支

援します。 

④参加しやすくするための取り組み 

□市社会福祉協議会では、ボランティアセンターを立ち上げ、様々なボラン

ティア推進事業を実施しており、今後も継続して取り組みを支援します。 

□コミュニケーション支援事業の利用により、外出の機会が拡大され、安心

して外出できるように支援します。



36 
 

Ⅲ．３ 地域のバリアフリー化と安心づくり〔相互理解・生活環境〕 

 

 

昭和５６年の国際障害者年を契機に、障がい者や障がい者福祉についての

関心や理解が高まり、ノーマライゼーションの理念が普及してきました。平

成１６年の障害者基本法の改正では、障害者週間が規定されました。 

このようなことからも、障がいや障がいのある人に対する理解は、少しず

つ深まっているといえますが、障がいのある人の毎日の生活のなかには、障

がいのない人が気づきにくい様々な障壁があると思われます。また、障がい

のない人にとっては、障がいについての理解の不足で、自分からふれあおう

と思っても実践しにくくしている場面も考えられます。なかでも、知的障が

い者や精神障がいに関する理解をより深めていくために、あらゆる機会をと

らえ、地域ぐるみで啓発や広報活動を行い、障がいと障がいのある人への理

解を深めていくことが求められます。 

ハード面は道路や公園、公共建築物の段差解消、障がい者用トイレ、障が

い者用駐車場、エレベーター、手すりの設置等、バリアフリーとユニバーサ

ルデザインの考え方に基づいた整備が進められるようになりました。障がい

者が安心して暮らせる環境づくりには、道路や公共施設等市全体の視点と、

その人の暮らしや障がいの種別等の視点からとらえていく必要があります。

身近な問題として、住まいや交通手段、生活情報等についてもあわせて検討

していくことが課題です。 

高齢者世帯の増加や障がいの重度化、障がい者を介護する家族の高齢化が

進むなか、災害時や緊急時の不安は増大しており、災害時に支援が必要な人

への支援体制の確保が課題となっています。 

 

 

 

              

 

 

 

現 状 等 
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（1）心のバリアフリーの推進 

①福祉教育の推進 

□学校では人権に関する学習が取り入れられていますが、地域ではボランテ

ィア参加や障がい者に対する理解が乏しい面があると思われます。今後は、

ボランティア団体の育成、重要性の認識と啓発、ちょっとしたボランティ

ア（ちょいボラ）の勧め等、子どもから大人まで広く活動に参加するきっ

かけづくりに関係機関と協力して取り組み、地域で支えあう活動につなげ

ていけるように努めます。 

□市社会福祉協議会では、小学校、中学校、高等学校等へ助成金を支給する

とともに、体験学習、福祉教育を協働で行っています。今後も継続して福

祉教育を支援するとともに、連続性のある取り組みが各小中学校等で行わ

れるように支援します。 

②相互理解と交流の推進 

□障がい者と地域が互いに理解するため、さらに気軽に交流できる場が必要

です。今後は、地域の行事への参加促進、また、交流機会を拡充していき

ます。 

□障がいのある人もない人も、社会の一員として地域の中で生活するために

お互いに理解し合うことが大切です。そのためには、福祉教育による理解

啓発が不可欠であり、地域と障がい者を橋渡しする役割を担う機関や人の

育成に努めます。 

③地域が支える活動の推進 

□仙北市地域福祉計画（平成２０年度策定）に基づいて、障がい者と家族が

希望した生活ができるよう地域の団体や住民の活動を積極的に推進しま

す。 

□聴覚障がい者に対する手話、要約筆記、筆談、視覚障がい者や下肢障がい 

者に対する誘導他、障がい者が普段から気軽に公共サービスを利用できる

ように、相談や啓発等に努めます。 

□市社会福祉協議会では、市の委託事業として、寝たきり高齢者の通院のた

めの外出支援事業を行っており、今後も事業を継続します。また、重度視

覚障害者の方のための同行援護事業も提供していきます。 

□市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、社会福祉ボランティア情報

誌を定期的に発行しており、ボランティア活動の紹介と活動への参加を呼

びかけます。 

□市社会福祉協議会では、ボランティア講座での体験学習の推進や総合学習

の時間でのコーディネート等により、体験の機会を確保しています。この

ような機会を活用して外出しにくさを実感してもらい、ボランティア活動

施策方向 
関係課・関係機関：社会福祉課・子育て推進課 

・総務課・政策推進課・管財課・環境防災課・商工

課・観光課・建設課・都市整備課・教育指導課 

・生涯学習課・特別支援学校・市社会福祉協議会 
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や助け合いにつなげられるように支援します。 

□市社会福祉協議会では、認知症などのある高齢者、知的障がい者、精神障

がい者等で判断能力が不十分な状態の方について、ご本人との契約により

日常生活の範囲内で、福祉サービスの利用に関する助言や手続き、支払い

等の援助を行います。 

 

（2）安心できる生活環境づくりの推進 

①快適な生活環境づくり 

１）外出しやすく人にやさしいまちづくりの促進 

□幅員の狭い歩道や道路内の障がい物が通行を阻害している部分について、

解消に努めていますが、隣接する敷地の所有者等の協力が必要な場合も多

くあります。今後も、安全で円滑な道路交通を維持することを基本に、解

消に取り組みます。 

□歩行者の多い道路・場所には、段差解消や視覚障害者誘導用ブロックが必

要です。このように、誰もが円滑に通行できるように、歩道の段差解消及

び勾配の改善を促進します。 

□道路の段差解消や車いす対応トイレの整備、オストメイト対応のトイレ、

歩きやすいよう溝の細やかなグレーチングの設置、ガイドヘルパーの設置

を促進することが課題です。今後は、トイレ整備の必要度の高い場所等の

検討をします。 

□ＪＲ角館駅、田沢湖駅のホームにはエレベーターを設置して、車椅子利用

者等の乗降客の利便性の向上を図っています。今後も交通バリアフリー法

に基づき、必要な整備・改修を促進します。 

□冬期交通の安全確保のため市除雪計画に基づき除雪作業を実施していま

すが住宅の出入り口の除雪や雪下ろしまでは対応できない現状です。子育

て推進課を中心に、除雪ボランティアや業者の紹介がスムーズに対応でき

るようシステムの充実に努めます。 

□道路整備、段差の解消、公園整備、トイレ整備について必要度の高い箇所

等から取り組むとともに、さりげない親切、モラルの維持・向上等の意識

づくりに努めます。 

2）公共施設のバリアフリー化の促進 

□市役所や病院等公共的施設等のバリアフリー化についての調査を毎年度

実施し、状況を把握しており、この調査結果に基づき、不十分な施設のバ

リアフリー化に努めるため、必要性・緊急性をふまえた計画的な推進を図

ります。 

□市で管理する公園内において、車いすでも容易に通ることができる遊歩道

設置、見やすく理解しやすい案内表示や車いす使用者に対する専用駐車場

スペースの確保に努めます。 

□県のバリアフリー情報を活用して、バリアフリー施設・設備の情報に関す
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る資料を集約し、案内や地図の作成を検討します。あわせて、要約筆記者・

手話通訳者等の確保と、利用する側の意識の向上を図るための啓発に努め

ます。 

□市社会福祉協議会では、障がい者専用駐車スペース確保のための啓発活動

を人が集まる病院やスーパーマーケット等で行っています。今後は活動範

囲の拡大を図り、啓発活動が広がるように支援します。 

 

３）障がいのある観光客に対する対応 

□観光関連施設のバリアフリー化、トイレの確保等を図り、障がいのある人

にやさしいまちづくりに努めます。また、観光客への緊急時の対応につい

て関係機関と連携をとり、研修を行います。 

□介助ボランティア及びガイドヘルパーの確保に努め、車いすを押しながら

観光ガイドをする車椅子観光ガイドボランティア等の育成を検討します。 

□観光のまちとして、だれもが訪れやすいまちづくりに向けては、気がつき

にくい部分を把握して、解決していくことが必要です。観光客の意見を聴 

取する機会を増やしながら、検討・改善につなげていきます。また、観光客

に対して、対応可能な施設等の情報提供に努めます。 

□角館中心部の観光施設や駐車場、庁舎では車いすの貸し出しを行っており

ます。今後は、より円滑な貸借システムの確立と仙北市全域の観光地での

車いす貸出しを検討します。 

□市社会福祉協議会では、観光客に車いす等福祉用具の貸出し、観桜会、祭

典時のボランティアによる介助を行っており、継続した実施を支援すると

ともに、このような取り組みや福祉情報の提供を支援します。 

 

４）生活情報のバリアフリー化の促進 

□市民の誰もが障がいに対する情報を入手できるようにしていくことが重

要であり、広報紙への掲載、ホームページの充実、リーフレットの作成・

更新等を行い、情報提供手段の拡充を図ります。また、障害者相談支援事

業者等が各会議や団体活動に積極的に参加して、障害者自立支援法の紹介

や出前講座の開催に取り組みます。また、声の広報発行、手話通訳等の利

用を促進します。 

□仙北市内で活動している視覚障がい者団体、声の広報ボランティア団体と

協力して、視覚に不自由のある方々への情報提供に取り組みます。 

□仙北市内で活動している難聴者・中途失聴者団体、聴覚障がい者団体、手

話通訳・要約筆記ボランティア団体等と協力して、聴覚に不自由のある

方々への情報提供に取り組みます。 

□コミュニケーションがスムーズに行えるよう手話通訳者や要約筆記者の

養成に積極的に取り組みます。 

□障がいのある人がパソコン等を活用して必要な情報収集や情報交換がで

きるように支援するとともに、ホームページの充実を図り、障がいのある
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人が必要とする地域情報の提供に努めます。 

 

②安全対策 

1）防災対策の推進 

□仙北市地域防災計画（平成２３年度修正）に基づき、高齢者や障がい者等

災害時に援護が必要な方の安全確保について推進します。現在、作成を進

めている地域支え合い事業の要援護者マップにより、高齢者や障がい者の

把握に努め、災害時の安全・迅速な避難誘導ができるよう避難支援プラン

を実行していきます。さらに福祉関係部局を中心とした横断的な「災害時

要援護者支援班」を迅速に設置できるよう、職員の配置に留意します。 

□地域の協力を得て、協力員、民生児童委員や地域の集落の会長等地域ぐる

みの安否確認等できる体制づくりや、長寿支援課で実施している高齢者世

帯の救急医療情報キット「Ｑ救ちゃん」の活用拡大を図り、連携して要援

護者の実態把握と安全対策に努めます。 

□地域自立支援協議会おいては、関係機関等と連携を図って、要援護者の防

災意識を高めるため、研修会への参加や外来講師等を招いた勉強会等を開

催します。 

□民生児童委員や地域福祉権利擁護事業生活支援員と協力して、障がい者が

犯罪に会わないよう防犯に努めます。 

□災害・緊急時の対応、連絡網等を担当・関係機関に周知・徹底します。 

2）緊急時の対応 

□緊急通報システムが整備されていますが、必要な人が適切に利用できるよ

うに、情報提供に努めます。 

□災害対策と同様に、緊急時の対応についても地域ぐるみで安否確認ができ

る体制づくりと、必要な情報や必要な支援・援助についての把握方法につ

いて検討します。 

③住まいの改善・整備 

□障がい者が在宅で過ごせるよう、障がい者住宅整備資金貸付金制度、身体

障がい者バリアフリー化支援事業を実施しています。必要な人が利用でき

るように、助成制度について周知を図るとともに、日常生活用具の利用を

促進します。あわせて、住宅のバリアフリーや福祉用具に関する相談等に

対応し、在宅での生活の支援につながるように努めます。 

□一般住宅の新築やリフォームの建築物については、バリアフリー化率が上

昇していますが、既存住宅について把握できていない状況にあります。ま

た、市営住宅の中には数戸バリアフリー対応の住宅がありますが、今後は

安全で住みやすく暮らしやすい居住環境となるように、必要性・緊急性を

ふまえてバリアフリー化の整備を促進します。 
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「仙北市障がい者計画」で直接関係する課等の一覧表 

 

１．生活支援（相談・健康づくり・生活支援） 

 

 

  
現状等 

（１）相談・情報提供の充実 （２）健康づくりの推進 

①相談支援のネットワ

ーク化 

②広報・

情報提供

手段の拡

充 

③権利擁

護の推進 

①障がい

の早期発

見・予防 

②健康づくり 

１）相談支

援体制の

拡充 

２）苦情処

理等 
   

１）心の健

康づくり 

２）難病患

者への支

援 

  掲 載  頁 23～ 24 25 26 26 26 27 27  27 

1 総務課     ○     

2 社会福祉課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 子育て推進課   ○       

4 包括支援センター ○ ○   ○    

5 保健課       ○ ○  

6 教育指導課          

7 田沢湖地域センター          

8 西木総地域センター          

9 角館地域センター          

10 田沢出張所          

11 神代出張所          

12 桧木内出張所          

13 上桧木内出張所          

14 ハローワーク          

15 特別支援学校          

16 市社会福祉協議会 ○ ○  ○ ○  ○  

17 医療機関   ○     ○  

  

  

（３）生活支援の推進 

①障害福祉サービスの

推進 

②その他の支援サービ

スの推進 
③地域のなかで暮らすための支援 

１）制度の

周知と適

正な運用 

２）生活の

場の確保

と地域生

活への移

行支援 

１）在宅福

祉サービ

スの推進 

２）各種制

度の活用 

１）その人

にあった

支援の推

進 

２）多様な

日中活動

の場の確

保 

３）施設退

所者・退

院患者へ

の対応 

  掲 載  頁 27 28 28  28 28～29 29 29 

1 総務課               

2 社会福祉課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 子育て推進課     ○    ○   ○  

4 包括支援センター     ○   ○     

5 保健課               

6 教育指導課               

7 田沢湖地域センター               

8 西木地域センター               

9 角館地域センター               

10 田沢出張所               

11 神代出張所               

12 桧木内出張所               

13 上桧木内出張所               

14 ハローワーク               

15 特別支援学校               

16 市社会福祉協議会       ○       

17 医療機関             ○ 
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２．社会参加（育成・就労・社会参加） 

 

  現状等 

（１）育成支援 （２）就労の促進 

①子育て支援・療育体制 
②学び・学校生

活 

①就労

の促進 

②就労

を支援

する取

り組み 

１）相談

活動と庁

内ネット

ワークづ

くりの推

進 

２）療

育訓練

の推進 

３）障

がい児

家庭の

子育て

支援 

１）学

ぶ環境

の向上

と学校

生活で

の支援 

２）卒

業後の

進路指

導等 

    

  頁 
30 ～

31 
32 32 

32 ～ 

33 
33 34 34 34 

1 総務課 ○           ○   

2 政策推進課                 

3 社会福祉課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 子育て推進課   ○ ○ ○  ○        

5 保健課 ○ ○             

6 商工課 ○           ○ ○ 

8 教育指導課 ○       ○ ○     

9 生涯学習課 ○               

10 ハローワーク ○           ○ ○ 

11 特別支援学校 ○         ○     

12 市社会福祉協議会                 

 

  

（３）社会参加活動への参加促進 

①生涯学

習、レクリ

エーショ

ン、芸術活

動、まちづ

くり活動の

推進 

②まちづ

くりへの

参画 

③障がい

者団体

の支援

活動 

④参加しや

すくするた

めの取り組

み 

        

  頁 35 35 35 35 

1 総務課   ○     

2 政策推進課   ○     

3 社会福祉課 ○ ○ ○ ○ 

4 子育て推進課         

5 保健課         

6 商工課         

8 教育指導課         

9 生涯学習課 ○       

10 ハローワーク         

11 特別支援学校         

12 市社会福祉協議会   ○ ○ ○ 
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３．地域のバリアフリー化と安心づくり（相互理解・生活環境） 

 

  現状等 

（１）心のバリアフリーの推進 

①福祉

教育の

推進 

①相互

理解と交

流の推

進 

③地域

が支え

る活動

の推進 

      

  頁 36 37 37 37～38 

1 総務課         

2 企画振興課         

3 管財課         

4 社会福祉課 ○ ○ ○ ○ 

5 子育て推進課       ○  

6 環境防災課 ○       

7 観光課         

8 建設課         

9 都市整備課 ○       

10 教育指導課   ○     

11 生涯学習課   ○     

12 市社会福祉協議会   ○ ○ ○ 

 

 

  

（２）安心できる生活環境づくりの促進 

①快適な生活環境づくり ②安全対策 

③住まい

の改善・

整備 

１）外出し

やすく人に

やししいま

ちづくりの

推進 

２）公共

施設の

バリア

フリー

化の促

進 

３）障害

のある

観光客

に対す

る対応 

４）生活

情報の

バリア

フリー

化の促

進 

１）防

犯対策

の推進 

２）緊

急時の

対応 

  

  頁 38 38～39 39 39～40 40 40 40 

1 総務課       ○       

2 企画振興課       ○       

3 管財課   ○           

4 社会福祉課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 子育て推進課 ○        ○ ○    

6 環境防災課       ○       

7 観光課     ○         

8 建設課 ○             

9 都市整備課 ○ ○     ○     

10 教育指導課               

11 生涯学習課               

12 市社会福祉協議会   ○ ○         

           ※間接的に障がい福祉政策に関わる課等は、表記していない。 

             


